
平成 14年 1月 30日 
 

東京都におけるペイオフ解禁後の新たな公金管理に向けて 
「東京都の公金管理に関する検討委員会」報告概要  

 
１ 都の公金管理の現状と課題（平成 12年度実績） 

○ 公金運用･･･歳計現金の年間平均残高 4,937億円、基金の年度末残高 1兆 1,144億円 

 主に都市銀行等 20行に預金 

○ 公金収納･･･指定金融機関 1 日平均取扱額 約 50億円 

 収納代理金融機関（計 229法人） 〃   〃 約 122 億円 

金融機関の破綻によりペイオフが発動された場合、公金預金は一般預金と同じに取り扱われる

ため、１千万円とその利息分を超える預金はカットされる可能性がある。 

 

２ 今後の都の公金管理にあたっての基本的視点 

○ 公金の安全性の確保を最重要視する。 

○ 公金の安全性を守りつつ、効率性を追求する。 

○ 状況に応じた的確な判断を行うとともに、都民への説明責任を果たす。 

なお、策定した基準の取扱いや基準に基づく対応を実行する際には、都民の不安をいたずらに

助長することがないよう留意すべきである。 
 

３ ペイオフ解禁に備えた公金管理の対応策 

(1) 公金運用にかかる対応策 

適切な金融機関に預金することと安全な金融商品を選択することを基本とすべきである。 
 

ア 安全な金融機関の選択（下図は日常的な経営監視から預金についての対応決定までのフロー） 
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　社債等利回り
・政府関係報道
・マスコミ情報
・金融機関担当者
・アナリスト等
　

・株価（下落率）
・社債等利回り
　

〈点灯時の対応〉
・情報収集の強化
・銀行ヒアリング
・専門家からの助言

　〈基準指標〉

　　①格付け
　　②自己資本比率
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(ｱ) 定期的な財務分析 

経営評価の基礎。健全性・収益性・効率性・流動性の側面から経営監視指標を選定し、

財務分析とともに、経営姿勢等について定性分析も行う。 



 

(ｲ) 預金についての対応基準 

格付け、自己資本比率及び預金量の推移の組み合わせにより、預金の制限、新規預金の

停止、中途解約など、経営状況に応じて速やかに必要な対応をとる。 
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※ 国内基準適用銀行は
aa国内基準による

「格付け」「自己資本比率」に加え、「預金量の推移」を組
み合わせ、経営状況に応じて以下の対応を決定する。

　　　◎　制　限　な　し
　　　○　期間・金額・商品の制限
　　　△　新規預金の停止
　　　●　中　途　解　約

ＢＩＳ基準※＋α

 
(ｳ) 注意シグナル指標と日常的な監視 

株価と社債利回りの動向に着目し、日常的に経営監視を行う。 
 

イ 安全かつ効率的な金融商品の選択と運用手法 

債券運用の拡大を図るほか、安全性と効率性を重視して金融商品を選択し、運用する。 
 

(2) 公金収納にかかる対応策 

収納金を金融機関の信用リスクから保全するため、収納代理金融機関の指定制度を見直す。

また、収納金を確実に守るためには、担保などによる債権保全策の検討が必要である。 

さらに、公金の収納金の安全確保については、金融環境の不安定な現時点においては、金融

機関の経営破綻時に保護扱いとするよう、国への要望を検討すべきである。 
 

４ 公金管理体制のあり方 

激変する金融情勢の中で公金管理の業務を的確に行うにあたり、公金管理委員会（仮称）を設

置し、金融分野の専門家の経験と識見を活用していく体制を構築する必要がある。 

◇ 位置づけ

〈審議事項〉 〈報告事項〉

・　公金管理方針等 ・　取引先金融機関の経営状況

・　危機管理 ・　公金管理の実績 ◇ 構成の考え方

（破綻懸念のある金融機関への対応）

審議 提言 報告 意見

出　納　長
〈公金管理方針の策定〉 〈日常の公金管理事務〉

・経験者採用職員の活用

・専門的な研修の充実
公金管理体制の拡充

　出納長の設置する常設の
委員会

　都の具体的対応策等につ
いて審議するため、経験と
識見を有する専門家等で構
成する。

公金管理委員会（仮称）

・学識経験者
・シンクタンク
・金融アナリスト
・監査法人、公認会計士
・弁護士　など

 


